
＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ↑ ③=（A)～（Ｉ）の合計

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

特定事業者名

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者コード

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

容
　
器

用途

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器包装の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器包装の量

（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

[①-②]のうち、事業

活動により費消した

特定容器包装の量

小数点第１位を

四捨五入（kg）

③ ⑤

個々の特定事業者の

紙製容器包装の

排出見込量

（kg）

④＝①－②－③

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量

小数点第１位を
四捨五入

（kg）
④×⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

５５．８円/kg

0.03548

0.06217

用途別再商品化義務量

自主算定係数

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.06013

0.05985

0.06257

0.06267

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.04810

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（kg）

①×②

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。 （１円未満切り捨て）

0.04380

0.02661

0.04346

0.05484

③×④=再商品化実施委託料金

５５．８円/kg再商品化委託申込量（kg）→

0.04663

0.05916

用途

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器包装の量

小数点第１位を

四捨五入（kg）

①

容
　
器

0.05985

0.04073

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器包装の量（kg）

個々の特定事業者の

紙製容器包装の

排出見込量

（kg）

①のうち、

事業活動により

費消した

特定容器包装の量

(kg) ②

④=再商品化実施委託単価

12

（１円未満切り捨て）

再商品化委託申込量（kg）→

⑦=再商品化実施委託単価

0.06208

0.06093

0.06228

自主算定方式

簡易算定方式

紙製容器包装 利用事業者用

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器包装の量」及び「事業活動により費消した特定容器包装の量」が把握できない場合）には、
「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において販売した商品に用いた特定容器包装の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－紙－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ↑ ③=（A)～（H）の合計

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

特定事業者コード

0.00038

0.00296

0.00113

0.00049

0.00167

0.00237

0.00111

0.00341

0.00070

再商品化委託申込量（kg）→

②

特定事業者名

0.00126

再商品化義務量

小数点第１位を
四捨五入

（kg）
④×⑤

0.00379

0.00167

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

用途別再商品化義務量

自主算定係数

⑤

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

③×④=再商品化実施委託料金

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.00130

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

（１円未満切り捨て）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量

小数点第１位を
四捨五入

（kg）

①×②

（１円未満切り捨て）

５５．８円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

個々の特定事業者の

紙製容器の排出見込量

（kg）

④＝①－②－③

個々の特定事業者の

紙製容器の排出見込量

（kg）

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第１位を

四捨五入（kg）

①

[①-②]のうち、事業

活動により費消した

特定容器の量

小数点第１位を

四捨五入（kg）

③

0.00049

④=再商品化実施委託単価

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

0.00024

0.00038

再商品化委託申込量（kg）→ ５５．８円/kg
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用途

容
　
器

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

容
　
器

用途

①のうち、

事業活動により

費消した

特定容器の量

(kg)

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（kg）

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

自主算定方式

簡易算定方式

製造等事業者用紙製容器

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、
「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において製造等をして当該事業において用いられた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－紙－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ↑ ③=（A)～（Ｉ）の合計 ④=再商品化実施委託単価
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（１円未満切り捨て）

再商品化委託申込量（kg）→

⑦=再商品化実施委託単価

0.11711

0.11348

0.12026

用途

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器包装の量

小数点第１位を

四捨五入（kg）

①

容
　
器

0.11555

0.07764

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器包装の量（kg）

個々の特定事業者の

紙製容器包装の

排出見込量

（kg）

①のうち、

事業活動により

費消した

特定容器包装の量

(kg) ②

0.08198

0.10214

③×④=再商品化実施委託料金

５５．９円/kg再商品化委託申込量（kg）→

0.08338

0.11425

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.09786

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（kg）

①×②

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。 （１円未満切り捨て）

0.09026

0.05168

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.11514

0.11555

0.12034

0.11945

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量

小数点第１位を
四捨五入

（kg）
④×⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

５５．９円/kg

0.07383

0.11911

用途別再商品化義務量

自主算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

容
　
器

用途

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器包装の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器包装の量

（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

[①-②]のうち、事業

活動により費消した

特定容器包装の量

小数点第１位を

四捨五入（kg）

③ ⑤

個々の特定事業者の

紙製容器包装の

排出見込量

（kg）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

特定事業者名

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者コード自主算定方式

簡易算定方式

紙製容器包装 利用事業者用

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器包装の量」及び「事業活動により費消した特定容器包装の量」が把握できない場合）には、
「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において販売した商品に用いた特定容器包装の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－紙－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ↑ ③=（A)～（H）の合計

13

用途

容
　
器

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

容
　
器

用途

①のうち、

事業活動により

費消した

特定容器の量

(kg)

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（kg）

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

0.00299

④=再商品化実施委託単価

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

0.00045

0.00069

再商品化委託申込量（kg）→ ５５．９円/kg

個々の特定事業者の

紙製容器の排出見込量

（kg）

④＝①－②－③

個々の特定事業者の

紙製容器の排出見込量

（kg）

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第１位を

四捨五入（kg）

①

[①-②]のうち、事業

活動により費消した

特定容器の量

小数点第１位を

四捨五入（kg）

③

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

（１円未満切り捨て）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量

小数点第１位を
四捨五入

（kg）

①×②

（１円未満切り捨て）

５５．９円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

③×④=再商品化実施委託料金

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.00122

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

特定事業者名

0.00180

再商品化義務量

小数点第１位を
四捨五入

（kg）
④×⑤

0.00668

0.00513

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

用途別再商品化義務量

自主算定係数

⑤

0.00595

0.00171

0.00299

0.00513

0.00535

0.00110

0.00635

0.00074

再商品化委託申込量（kg）→

②

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

特定事業者コード

0.00073

自主算定方式

簡易算定方式

製造等事業者用紙製容器

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、
「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において製造等をして当該事業において用いられた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－紙－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ↑ ③=（A)～（Ｉ）の合計

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

特定事業者名

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者コード

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

容
　
器

用途

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器包装の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器包装の量

（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

[①-②]のうち、事業

活動により費消した

特定容器包装の量

小数点第１位を

四捨五入（kg）

③ ⑤

個々の特定事業者の

紙製容器包装の

排出見込量

（kg）

④＝①－②－③

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量

小数点第１位を
四捨五入

（kg）
④×⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

４０．０円/kg

0.09640

0.13894

用途別再商品化義務量

自主算定係数

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.13420

0.13306

0.13956

0.13894

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.11407

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（kg）

①×②

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。 （１円未満切り捨て）

0.10467

0.06748

0.10083

0.11727

③×④=再商品化実施委託料金

４０．０円/kg再商品化委託申込量（kg）→

0.09726

0.11918

用途

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器包装の量

小数点第１位を

四捨五入（kg）

①

容
　
器

0.12641

0.09031

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器包装の量（kg）

個々の特定事業者の

紙製容器包装の

排出見込量

（kg）

①のうち、

事業活動により

費消した

特定容器包装の量

(kg) ②

④=再商品化実施委託単価
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（１円未満切り捨て）

再商品化委託申込量（kg）→

⑦=再商品化実施委託単価

0.13445

0.13031

0.14022

自主算定方式

簡易算定方式

紙製容器包装 利用事業者用

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器包装の量」及び「事業活動により費消した特定容器包装の量」が把握できない場合）には、
「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において販売した商品に用いた特定容器包装の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－紙－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ↑ ③=（A)～（H）の合計

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

特定事業者コード

0.00066

0.00635

0.00183

0.00370

0.00580

0.00572

0.00112

0.00695

0.00074

再商品化委託申込量（kg）→

②

特定事業者名

0.00183

再商品化義務量

小数点第１位を
四捨五入

（kg）
④×⑤

0.00695

0.00580

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

用途別再商品化義務量

自主算定係数

⑤

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

③×④=再商品化実施委託料金

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.00125

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

（１円未満切り捨て）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量

小数点第１位を
四捨五入

（kg）

①×②

（１円未満切り捨て）

４０．０円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

個々の特定事業者の

紙製容器の排出見込量

（kg）

④＝①－②－③

個々の特定事業者の

紙製容器の排出見込量

（kg）

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第１位を

四捨五入（kg）

①

[①-②]のうち、事業

活動により費消した

特定容器の量

小数点第１位を

四捨五入（kg）

③

0.00370

④=再商品化実施委託単価

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

0.00052

0.00063

再商品化委託申込量（kg）→ ４０．０円/kg
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用途

容
　
器

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

容
　
器

用途

①のうち、

事業活動により

費消した

特定容器の量

(kg)

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（kg）

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

自主算定方式

簡易算定方式

製造等事業者用紙製容器

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、
「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において製造等をして当該事業において用いられた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－紙－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ↑ ③=（A)～（Ｉ）の合計

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

特定事業者名

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者コード

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

容
　
器

用途

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器包装の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器包装の量

（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

[①-②]のうち、事業

活動により費消した

特定容器包装の量

小数点第１位を

四捨五入（kg）

③ ⑤

個々の特定事業者の

紙製容器包装の

排出見込量

（kg）

④＝①－②－③

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量

小数点第１位を
四捨五入

（kg）
④×⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

２４．０円/kg

0.05732

0.07447

用途別再商品化義務量

自主算定係数

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.07160

0.07014

0.07555

0.07449

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.06086

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（kg）

①×②

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。 （１円未満切り捨て）

0.05666

0.03726

0.05058

0.06016

③×④=再商品化実施委託料金

２４．０円/kg再商品化委託申込量（kg）→

0.04841

0.06436

用途

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器包装の量

小数点第１位を

四捨五入（kg）

①

容
　
器

0.06664

0.04842

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器包装の量（kg）

個々の特定事業者の

紙製容器包装の

排出見込量

（kg）

①のうち、

事業活動により

費消した

特定容器包装の量

(kg) ②

④=再商品化実施委託単価
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（１円未満切り捨て）

再商品化委託申込量（kg）→

⑦=再商品化実施委託単価

0.06744

0.07078

0.07572

自主算定方式

簡易算定方式

紙製容器包装 利用事業者用

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器包装の量」及び「事業活動により費消した特定容器包装の量」が把握できない場合）には、
「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において販売した商品に用いた特定容器包装の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－紙－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ↑ ③=（A)～（H）の合計

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

特定事業者コード

0.00027

0.00351

0.00086

0.00332

0.00362

0.00333

0.00046

0.00394

0.00039

再商品化委託申込量（kg）→

②

特定事業者名

0.00086

再商品化義務量

小数点第１位を
四捨五入

（kg）
④×⑤

0.00415

0.00362

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

用途別再商品化義務量

自主算定係数

⑤

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

③×④=再商品化実施委託料金

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.00052

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

（１円未満切り捨て）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量

小数点第１位を
四捨五入

（kg）

①×②

（１円未満切り捨て）

２４．０円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

個々の特定事業者の

紙製容器の排出見込量

（kg）

④＝①－②－③

個々の特定事業者の

紙製容器の排出見込量

（kg）

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第１位を

四捨五入（kg）

①

[①-②]のうち、事業

活動により費消した

特定容器の量

小数点第１位を

四捨五入（kg）

③

0.00332

④=再商品化実施委託単価

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

0.00035

0.00025

再商品化委託申込量（kg）→ ２４．０円/kg

15

用途

容
　
器

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

容
　
器

用途

①のうち、

事業活動により

費消した

特定容器の量

(kg)

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（kg）

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

自主算定方式

簡易算定方式

製造等事業者用紙製容器

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、
「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において製造等をして当該事業において用いられた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－紙－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ↑ ③=（A)～（Ｉ）の合計 ④=再商品化実施委託単価
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（１円未満切り捨て）

再商品化委託申込量（kg）→

⑦=再商品化実施委託単価

0.07725

0.08140

0.08705

用途

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器包装の量

小数点第１位を

四捨五入（kg）

①

容
　
器

0.07646

0.05533

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器包装の量（kg）

個々の特定事業者の

紙製容器包装の

排出見込量

（kg）

①のうち、

事業活動により

費消した

特定容器包装の量

(kg) ②

0.05794

0.06512

③×④=再商品化実施委託料金

１８．３円/kg再商品化委託申込量（kg）→

0.05536

0.07400

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.06515

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（kg）

①×②

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。 （１円未満切り捨て）

0.06115

0.04869

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.08143

0.08049

0.08736

0.08512

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量

小数点第１位を
四捨五入

（kg）
④×⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

１８．３円/kg

0.06956

0.08517

用途別再商品化義務量

自主算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

容
　
器

用途

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器包装の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器包装の量

（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

[①-②]のうち、事業

活動により費消した

特定容器包装の量

小数点第１位を

四捨五入（kg）

③ ⑤

個々の特定事業者の

紙製容器包装の

排出見込量

（kg）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

特定事業者名

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者コード自主算定方式

簡易算定方式

紙製容器包装 利用事業者用

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器包装の量」及び「事業活動により費消した特定容器包装の量」が把握できない場合）には、
「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において販売した商品に用いた特定容器包装の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－紙－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ↑ ③=（A)～（H）の合計
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用途

容
　
器

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

容
　
器

用途

①のうち、

事業活動により

費消した

特定容器の量

(kg)

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（kg）

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

0.00377

④=再商品化実施委託単価

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

0.00051

0.00026

再商品化委託申込量（kg）→ １８．３円/kg

個々の特定事業者の

紙製容器の排出見込量

（kg）

④＝①－②－③

個々の特定事業者の

紙製容器の排出見込量

（kg）

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第１位を

四捨五入（kg）

①

[①-②]のうち、事業

活動により費消した

特定容器の量

小数点第１位を

四捨五入（kg）

③

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

（１円未満切り捨て）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量

小数点第１位を
四捨五入

（kg）

①×②

（１円未満切り捨て）

１８．３円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

③×④=再商品化実施委託料金

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.00062

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

特定事業者名

0.00092

再商品化義務量

小数点第１位を
四捨五入

（kg）
④×⑤

0.00429

0.00391

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

用途別再商品化義務量

自主算定係数

⑤

0.00392

0.00092

0.00377

0.00391

0.00372

0.00052

0.00365

0.00057

再商品化委託申込量（kg）→

②

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

特定事業者コード

0.00028

自主算定方式

簡易算定方式

製造等事業者用紙製容器

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、
「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において製造等をして当該事業において用いられた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－紙－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ↑ ③=（A)～（Ｉ）の合計 ④=再商品化実施委託単価
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（１円未満切り捨て）

再商品化委託申込量（kg）→

⑦=再商品化実施委託単価

0.09387

0.08910

0.09810

用途

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器包装の量

小数点第１位を

四捨五入（kg）

①

容
　
器

0.09105

0.05954

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器包装の量（kg）

個々の特定事業者の

紙製容器包装の

排出見込量

（kg）

①のうち、

事業活動により

費消した

特定容器包装の量

(kg) ②

0.07040

0.07128

③×④=再商品化実施委託料金

１２．０円/kg再商品化委託申込量（kg）→

0.06528

0.09319

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.07733

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（kg）

①×②

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。 （１円未満切り捨て）

0.06965

0.05323

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.09666

0.09584

0.09950

0.09923

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量

小数点第１位を
四捨五入

（kg）
④×⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

１２．０円/kg

0.07097

0.10044

用途別再商品化義務量

自主算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

容
　
器

用途

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器包装の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器包装の量

（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

[①-②]のうち、事業

活動により費消した

特定容器包装の量

小数点第１位を

四捨五入（kg）

③ ⑤

個々の特定事業者の

紙製容器包装の

排出見込量

（kg）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

特定事業者名

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者コード自主算定方式

簡易算定方式

紙製容器包装 利用事業者用

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器包装の量」及び「事業活動により費消した特定容器包装の量」が把握できない場合）には、
「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において販売した商品に用いた特定容器包装の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－紙－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ↑ ③=（A)～（H）の合計
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用途

容
　
器

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

容
　
器

用途

①のうち、

事業活動により

費消した

特定容器の量

(kg)

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（kg）

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

0.00363

④=再商品化実施委託単価

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

0.00052

0.00043

再商品化委託申込量（kg）→ １２．０円/kg

個々の特定事業者の

紙製容器の排出見込量

（kg）

④＝①－②－③

個々の特定事業者の

紙製容器の排出見込量

（kg）

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第１位を

四捨五入（kg）

①

[①-②]のうち、事業

活動により費消した

特定容器の量

小数点第１位を

四捨五入（kg）

③

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

（１円未満切り捨て）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量

小数点第１位を
四捨五入

（kg）

①×②

（１円未満切り捨て）

１２．０円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

③×④=再商品化実施委託料金

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.00048

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

特定事業者名

0.00136

再商品化義務量

小数点第１位を
四捨五入

（kg）
④×⑤

0.00389

0.00797

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

用途別再商品化義務量

自主算定係数

⑤

0.00383

0.00136

0.00363

0.00757

0.00363

0.00041

0.00331

0.00061

再商品化委託申込量（kg）→

②

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

特定事業者コード

0.00045

自主算定方式

簡易算定方式

製造等事業者用紙製容器

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、
「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において製造等をして当該事業において用いられた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－紙－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ↑ ③=（A)～（Ｉ）の合計 ④=再商品化実施委託単価
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（１円未満切り捨て）

再商品化委託申込量（kg）→

⑦=再商品化実施委託単価

0.05577

0.05397

0.05890

用途

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器包装の量

小数点第１位を

四捨五入（kg）

①

容
　
器

0.05432

0.02973

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器包装の量（kg）

個々の特定事業者の

紙製容器包装の

排出見込量

（kg）

①のうち、

事業活動により

費消した

特定容器包装の量

(kg) ②

0.03904

0.04857

③×④=再商品化実施委託料金

１９．５円/kg再商品化委託申込量（kg）→

0.03874

0.05595

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.04651

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（kg）

①×②

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。 （１円未満切り捨て）

0.04459

0.02874

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.05814

0.05718

0.05945

0.05946

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化義務量

小数点第１位を
四捨五入

（kg）
④×⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

１９．５円/kg

0.04106

0.05960

用途別再商品化義務量

自主算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

容
　
器

用途

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器包装の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器包装の量

（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

[①-②]のうち、事業

活動により費消した

特定容器包装の量

小数点第１位を

四捨五入（kg）

③ ⑤

個々の特定事業者の

紙製容器包装の

排出見込量

（kg）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

特定事業者名

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者コード自主算定方式

簡易算定方式

紙製容器包装 利用事業者用

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器包装の量」及び「事業活動により費消した特定容器包装の量」が把握できない場合）には、
「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において販売した商品に用いた特定容器包装の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－紙－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ↑ ③=（A)～（H）の合計
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用途

容
　
器

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

容
　
器

用途

①のうち、

事業活動により

費消した

特定容器の量

(kg)

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（kg）

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

0.00244

④=再商品化実施委託単価

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

0.00021

0.00029

再商品化委託申込量（kg）→ １９．５円/kg

個々の特定事業者の

紙製容器の排出見込量

（kg）

④＝①－②－③

個々の特定事業者の

紙製容器の排出見込量

（kg）

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第１位を

四捨五入（kg）

①

[①-②]のうち、事業

活動により費消した

特定容器の量

小数点第１位を

四捨五入（kg）

③

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

（１円未満切り捨て）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量

小数点第１位を
四捨五入

（kg）

①×②

（１円未満切り捨て）

１９．５円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

③×④=再商品化実施委託料金

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.00023

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

特定事業者名

0.00087

再商品化義務量

小数点第１位を
四捨五入

（kg）
④×⑤

0.00256

0.00658

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

用途別再商品化義務量

自主算定係数

⑤

0.00191

0.00087

0.00244

0.00625

0.00191

0.00023

0.00243

0.00024

再商品化委託申込量（kg）→

②

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

特定事業者コード

0.00032

自主算定方式

簡易算定方式

製造等事業者用紙製容器

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、
「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において製造等をして当該事業において用いられた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－紙－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

（１円未満切り捨て）

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価
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再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑦=再商品化実施委託単価

0.07258

0.07254

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

前事業年度において販売

した商品に用いた特定容

器包装の量から回収量を

控除した量

（ｋｇ）

④＝①－②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器包装の量

(kg)
③

0.07674

0.07707

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

１２．０円/kg

用途

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

①

容
　
器

0.07038

0.04624

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.05756

0.03278

0.05806

0.06528

0.04638

0.07307

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.07482

⑤

0.07409

0.06360

0.07692

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

個々の特定事業者の
紙製容器包装の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

0.07730

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

容
　
器

用途
再商品化実施委託料金(円）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

⑥×⑦＝再商品化実施委託料金

１２．０円/kg

0.04683

特定事業者名

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者コード自主算定方式

簡易算定方式
※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器包装の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者
への委託により回収した特定容器包装の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定

係数は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています

紙製容器包装 利用事業者用

申込用紙２－紙－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計 ⑦=再商品化実施委託単価

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.00024

0.00048

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

0.00249

0.00033

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し

た特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

0.00445

0.00300
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１２．０円/kg

前事業年度において
製造等をして当該事業

において用いられた
特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

①

用途

0.00302

0.00054

0.00075

0.00445

0.00285

⑤

容
　
器

用途

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し

た特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

個々の特定事業者の
紙製容器の排出見込

量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

から回収量を控除した量

（ｋｇ）

④＝①－②

容
　
器

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

前事業年度において
製造等をして当該事業

において用いられた
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

１２．０円/kg

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価

（１円未満切り捨て）※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.00033

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.00026

特定事業者名

0.00075

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

0.00336

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00249

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

特定事業者コード

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

自主算定方式

簡易算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用紙製容器

申込用紙２－紙－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

（１円未満切り捨て）

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価
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再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑦=再商品化実施委託単価

0.03966

0.04080

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

前事業年度において販売

した商品に用いた特定容

器包装の量から回収量を

控除した量

（ｋｇ）

④＝①－②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器包装の量

(kg)
③

0.04249

0.04256

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

１４．８円/kg

用途

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

①

容
　
器

0.03872

0.02979

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.03187

0.01725

0.03371

0.03468

0.02346

0.04024

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.04139

⑤

0.04076

0.03518

0.04236

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

個々の特定事業者の
紙製容器包装の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

0.04265

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

容
　
器

用途
再商品化実施委託料金(円）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

⑥×⑦＝再商品化実施委託料金

１４．８円/kg

0.02464

特定事業者名

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者コード自主算定方式

簡易算定方式
※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器包装の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者
への委託により回収した特定容器包装の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定

係数は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています

紙製容器包装 利用事業者用

申込用紙２－紙－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計 ⑦=再商品化実施委託単価

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.00012

0.00025

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

0.00130

0.00014

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し

た特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

0.00242

0.00198
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１４．８円/kg

前事業年度において
製造等をして当該事業

において用いられた
特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

①

用途

0.00178

0.00028

0.00046

0.00242

0.00188

⑤

容
　
器

用途

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し

た特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

個々の特定事業者の
紙製容器の排出見込

量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

から回収量を控除した量

（ｋｇ）

④＝①－②

容
　
器

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

前事業年度において
製造等をして当該事業

において用いられた
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

１４．８円/kg

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価

（１円未満切り捨て）※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.00015

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.00014

特定事業者名

0.00046

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

0.00198

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00137

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

特定事業者コード

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

自主算定方式

簡易算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用紙製容器

申込用紙２－紙－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

（１円未満切り捨て）

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価
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再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑦=再商品化実施委託単価

0.04363

0.04416

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

前事業年度において販売

した商品に用いた特定容

器包装の量から回収量を

控除した量

（ｋｇ）

④＝①－②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器包装の量

(kg)
③

0.04681

0.04631

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

１２．７円/kg

用途

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

①

容
　
器

0.04239

0.03010

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.03277

0.01832

0.03272

0.03975

0.02575

0.04442

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.04557

⑤

0.04462

0.03874

0.04675

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

個々の特定事業者の
紙製容器包装の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

0.04682

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

容
　
器

用途
再商品化実施委託料金(円）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

⑥×⑦＝再商品化実施委託料金

１２．７円/kg

0.02617

特定事業者名

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者コード自主算定方式

簡易算定方式
※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器包装の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者
への委託により回収した特定容器包装の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定

係数は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています

紙製容器包装 利用事業者用

申込用紙２－紙－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計 ⑦=再商品化実施委託単価

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.00023

0.00025

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

0.00161

0.00014

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し

た特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

0.00226

0.00326
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１２．７円/kg

前事業年度において
製造等をして当該事業

において用いられた
特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

①

用途

0.00226

0.00026

0.00118

0.00226

0.00310

⑤

容
　
器

用途

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し

た特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

個々の特定事業者の
紙製容器の排出見込

量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

から回収量を控除した量

（ｋｇ）

④＝①－②

容
　
器

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

前事業年度において
製造等をして当該事業

において用いられた
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

１２．７円/kg

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価

（１円未満切り捨て）※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.00015

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.00029

特定事業者名

0.00124

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

0.00251

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00169

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

特定事業者コード

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

自主算定方式

簡易算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用紙製容器

申込用紙２－紙－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

（１円未満切り捨て）

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価
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再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑦=再商品化実施委託単価

0.04835

0.04933

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

前事業年度において販売

した商品に用いた特定容

器包装の量から回収量を

控除した量

（ｋｇ）

④＝①－②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器包装の量

(kg)
③

0.05180

0.05167

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

１５．３円/kg

用途

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

①

容
　
器

0.04740

0.03358

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.03367

0.02628

0.03627

0.04439

0.03110

0.04910

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.05036

⑤

0.04990

0.04532

0.05168

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

個々の特定事業者の
紙製容器包装の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

0.05184

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

容
　
器

用途
再商品化実施委託料金(円）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

⑥×⑦＝再商品化実施委託料金

１５．３円/kg

0.03504

特定事業者名

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者コード自主算定方式

簡易算定方式
※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器包装の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者
への委託により回収した特定容器包装の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定

係数は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています

紙製容器包装 利用事業者用

申込用紙２－紙－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計 ⑦=再商品化実施委託単価

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.00031

0.00033

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

0.00170

0.00021

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し

た特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

0.00240

0.00312
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１５．３円/kg

前事業年度において
製造等をして当該事業

において用いられた
特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

①

用途

0.00244

0.00033

0.00129

0.00240

0.00297

⑤

容
　
器

用途

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し

た特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

個々の特定事業者の
紙製容器の排出見込

量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

から回収量を控除した量

（ｋｇ）

④＝①－②

容
　
器

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

前事業年度において
製造等をして当該事業

において用いられた
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

１５．３円/kg

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価

（１円未満切り捨て）※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.00024

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.00041

特定事業者名

0.00143

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

0.00256

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00189

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

特定事業者コード

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

自主算定方式

簡易算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用紙製容器

申込用紙２－紙－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

（１円未満切り捨て）

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価
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再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑦=再商品化実施委託単価

0.04854

0.05041

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

前事業年度において販売

した商品に用いた特定容

器包装の量から回収量を

控除した量

（ｋｇ）

④＝①－②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器包装の量

(kg)
③

0.05266

0.05280

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

１２．４円/kg

用途

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

①

容
　
器

0.04930

0.03696

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.03950

0.03012

0.03883

0.04537

0.03423

0.05268

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.05132

⑤

0.05189

0.04618

0.05268

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

個々の特定事業者の
紙製容器包装の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

0.05266

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

容
　
器

用途
再商品化実施委託料金(円）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

⑥×⑦＝再商品化実施委託料金

１２．４円/kg

0.04016

特定事業者名

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者コード自主算定方式

簡易算定方式
※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器包装の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者
への委託により回収した特定容器包装の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定

係数は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています

紙製容器包装 利用事業者用

申込用紙２－紙－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計 ⑦=再商品化実施委託単価

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.00024

0.00046

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

0.00163

0.00031

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し

た特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

0.00321

0.00252
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１２．４円/kg

前事業年度において
製造等をして当該事業

において用いられた
特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

①

用途

0.00163

0.00051

0.00059

0.00321

0.00252

⑤

容
　
器

用途

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し

た特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

個々の特定事業者の
紙製容器の排出見込

量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

から回収量を控除した量

（ｋｇ）

④＝①－②

容
　
器

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

前事業年度において
製造等をして当該事業

において用いられた
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

１２．４円/kg

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価

（１円未満切り捨て）※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.00032

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.00032

特定事業者名

0.00059

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

0.00163

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00181

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

特定事業者コード

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

自主算定方式

簡易算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用紙製容器

申込用紙２－紙－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

（１円未満切り捨て）

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価
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再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑦=再商品化実施委託単価

0.05258

0.05473

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

前事業年度において販売

した商品に用いた特定容

器包装の量から回収量を

控除した量

（ｋｇ）

④＝①－②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器包装の量

(kg)
③

0.05541

0.05695

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

１１．５円/kg

用途

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

①

容
　
器

0.04955

0.03986

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.03602

0.03381

0.04469

0.04926

0.03251

0.05258

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.05500

⑤

0.05505

0.04950

0.05535

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

個々の特定事業者の
紙製容器包装の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

0.05419

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

容
　
器

用途
再商品化実施委託料金(円）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

⑥×⑦＝再商品化実施委託料金

１１．５円/kg

0.04830

特定事業者名

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者コード自主算定方式

簡易算定方式
※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器包装の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者
への委託により回収した特定容器包装の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定

係数は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています

紙製容器包装 利用事業者用

申込用紙２－紙－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計 ⑦=再商品化実施委託単価

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.00021

0.00047

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

0.00194

0.00078

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し

た特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

0.00340

0.00236

24

１１．５円/kg

前事業年度において
製造等をして当該事業

において用いられた
特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

①

用途

0.00162

0.00052

0.00072

0.00340

0.00236

⑤

容
　
器

用途

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し

た特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

個々の特定事業者の
紙製容器の排出見込

量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

から回収量を控除した量

（ｋｇ）

④＝①－②

容
　
器

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

前事業年度において
製造等をして当該事業

において用いられた
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

１１．５円/kg

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価

（１円未満切り捨て）※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.00082

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.00028

特定事業者名

0.00072

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

0.00162

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00205

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

特定事業者コード

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

自主算定方式

簡易算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用紙製容器

申込用紙２－紙－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

（１円未満切り捨て）

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価

25

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑦=再商品化実施委託単価

0.05194

0.05053

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

前事業年度において販売

した商品に用いた特定容

器包装の量から回収量を

控除した量

（ｋｇ）

④＝①－②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器包装の量

(kg)
③

0.05105

0.05281

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

１１．５円/kg

用途

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

①

容
　
器

0.04747

0.03961

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.03063

0.03021

0.04415

0.04548

0.02674

0.05044

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.05207

⑤

0.05275

0.04426

0.05309

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

個々の特定事業者の
紙製容器包装の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

0.05348

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

容
　
器

用途
再商品化実施委託料金(円）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

⑥×⑦＝再商品化実施委託料金

１１．５円/kg

0.04648

特定事業者名

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者コード自主算定方式

簡易算定方式
※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器包装の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者
への委託により回収した特定容器包装の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定

係数は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています

紙製容器包装 利用事業者用

申込用紙２－紙－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計 ⑦=再商品化実施委託単価

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.00019

0.00038

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

0.00186

0.00047

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し

た特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

0.00249

0.00302

25

１１．５円/kg

前事業年度において
製造等をして当該事業

において用いられた
特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

①

用途

0.00183

0.00040

0.00061

0.00249

0.00287

⑤

容
　
器

用途

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し

た特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

個々の特定事業者の
紙製容器の排出見込

量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

から回収量を控除した量

（ｋｇ）

④＝①－②

容
　
器

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

前事業年度において
製造等をして当該事業

において用いられた
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

１１．５円/kg

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価

（１円未満切り捨て）※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.00047

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.00024

特定事業者名

0.00061

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

0.00183

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00206

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

特定事業者コード

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

自主算定方式

簡易算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用紙製容器

申込用紙２－紙－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

（１円未満切り捨て）

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価

26

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑦=再商品化実施委託単価

0.04151

0.04151

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

前事業年度において販売

した商品に用いた特定容

器包装の量から回収量を

控除した量

（ｋｇ）

④＝①－②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器包装の量

(kg)
③

0.04307

0.04335

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

１３．０円/kg

用途

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

①

容
　
器

0.04038

0.03468

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.03230

0.02379

0.03736

0.03736

0.02204

0.04667

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.04263

⑤

0.04250

0.03624

0.04913

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

個々の特定事業者の
紙製容器包装の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

0.04408

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

容
　
器

用途
再商品化実施委託料金(円）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

⑥×⑦＝再商品化実施委託料金

１３．０円/kg

0.03661

特定事業者名

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者コード自主算定方式

簡易算定方式
※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器包装の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者
への委託により回収した特定容器包装の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定

係数は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています

紙製容器包装 利用事業者用

申込用紙２－紙－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計 ⑦=再商品化実施委託単価

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.00016

0.00029

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

0.00129

0.00011

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し

た特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

0.00246

0.00288
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１３．０円/kg

前事業年度において
製造等をして当該事業

において用いられた
特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

①

用途

0.00142

0.00029

0.00026

0.00246

0.00273

⑤

容
　
器

用途

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し

た特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

個々の特定事業者の
紙製容器の排出見込

量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

から回収量を控除した量

（ｋｇ）

④＝①－②

容
　
器

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

前事業年度において
製造等をして当該事業

において用いられた
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

１３．０円/kg

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価

（１円未満切り捨て）※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.00011

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.00018

特定事業者名

0.00026

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

0.00142

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00144

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

特定事業者コード

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

自主算定方式

簡易算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用紙製容器

申込用紙２－紙－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

（１円未満切り捨て）

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価
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再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑦=再商品化実施委託単価

0.04823

0.04897

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

前事業年度において販売

した商品に用いた特定容

器包装の量から回収量を

控除した量

（ｋｇ）

④＝①－②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器包装の量

(kg)
③

0.05102

0.05116

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

１３．０円/kg

用途

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

①

容
　
器

0.04735

0.04093

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.04082

0.02758

0.04341

0.04163

0.02567

0.04601

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.04989

⑤

0.04985

0.04241

0.05113

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

個々の特定事業者の
紙製容器包装の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

0.05134

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

容
　
器

用途
再商品化実施委託料金(円）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

⑥×⑦＝再商品化実施委託料金

１３．０円/kg

0.03940

特定事業者名

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者コード自主算定方式

簡易算定方式
※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器包装の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者
への委託により回収した特定容器包装の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定

係数は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています

紙製容器包装 利用事業者用

申込用紙２－紙－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計 ⑦=再商品化実施委託単価

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.00020

0.00023

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

0.00142

0.00011

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し

た特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

0.00253

0.00220
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１３．０円/kg

前事業年度において
製造等をして当該事業

において用いられた
特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

①

用途

0.00154

0.00025

0.00032

0.00253

0.00220

⑤

容
　
器

用途

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し

た特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

個々の特定事業者の
紙製容器の排出見込

量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

から回収量を控除した量

（ｋｇ）

④＝①－②

容
　
器

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

前事業年度において
製造等をして当該事業

において用いられた
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

１３．０円/kg

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価

（１円未満切り捨て）※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.00011

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.00024

特定事業者名

0.00032

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

0.00154

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00158

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

特定事業者コード

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

自主算定方式

簡易算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用紙製容器

申込用紙２－紙－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

特定事業者名

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者コード

用途
再商品化実施委託料金(円）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

⑥×⑦＝再商品化実施委託料金

１２．０円/kg

0.03903

（１円未満切り捨て）

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

個々の特定事業者の
紙製容器包装の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

0.02597

0.04924

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.05053

⑤

0.05030

0.04295

0.05183

0.05193

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.04137

0.02928

0.04528

0.04243

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

１２．０円/kg

用途

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

①

容
　
器

0.04778

0.04145

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

前事業年度において販売

した商品に用いた特定容

器包装の量から回収量を

控除した量

（ｋｇ）

④＝①－②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器包装の量

(kg)
③

0.05172

0.05181

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

容
　
器

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価
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再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑦=再商品化実施委託単価

0.05031

0.04992

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

自主算定方式

簡易算定方式
※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器包装の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者
への委託により回収した特定容器包装の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定

係数は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています

紙製容器包装 利用事業者用

申込用紙２－紙－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

特定事業者コード

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

特定事業者名

0.00027

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

0.00155

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00151

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.00011

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.00028

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

１２．０円/kg

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価

（１円未満切り捨て）

容
　
器

用途

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し

た特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

個々の特定事業者の
紙製容器の排出見込

量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

から回収量を控除した量

（ｋｇ）

④＝①－②

容
　
器

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

前事業年度において
製造等をして当該事業

において用いられた
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

0.00025

0.00027

0.00128

0.00178

⑤

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し

た特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

0.00128

0.00178
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１２．０円/kg

前事業年度において
製造等をして当該事業

において用いられた
特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

①

用途

⑦=再商品化実施委託単価

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.00024

0.00025

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

0.00136

0.00011

0.00155

自主算定方式

簡易算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用紙製容器

申込用紙２－紙－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

特定事業者名

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者コード

用途
再商品化実施委託料金(円）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

⑥×⑦＝再商品化実施委託料金

１３．０円/kg

0.03366

（１円未満切り捨て）

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

個々の特定事業者の
紙製容器包装の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

0.02308

0.04407

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.04532

⑤

0.04446

0.03852

0.04639

0.04617

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.03455

0.02356

0.03800

0.03749

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

１３．０円/kg

用途

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

①

容
　
器

0.04224

0.03467

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

前事業年度において販売
した商品に用いた特定容
器包装の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器包装の量

(kg)
③

0.04606

0.04622

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

容
　
器

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価
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再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑦=再商品化実施委託単価

0.04471

0.04411

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

簡易算定方式
＝ × ÷ １，０００÷ １，０００※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器包装の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者

への委託により回収した特定容器包装の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定
係数は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています

紙製容器包装 利用事業者用

申込用紙２－紙－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

特定事業者コード

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

特定事業者名

0.00024

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

0.00127

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00111

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.00014

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.00025

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

１３．０円/kg

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価

（１円未満切り捨て）

容
　
器

用途

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し

た特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

個々の特定事業者の
紙製容器の排出見込

量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量
から回収量を控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

容
　
器

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

前事業年度において
製造等をして当該事業
において用いられた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

0.00018

0.00024

0.00120

0.00183

⑤

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し

た特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

0.00120

0.00183
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１３．０円/kg

前事業年度において
製造等をして当該事業
において用いられた

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

①

用途

⑦=再商品化実施委託単価

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.00020

0.00017

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

0.00100

0.00012

0.00127

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

簡易算定方式

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用紙製容器

申込用紙２－紙－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

特定事業者名

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者コード

用途
再商品化実施委託料金(円）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

⑥×⑦＝再商品化実施委託料金

１５．０円/kg

0.03575

（１円未満切り捨て）

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

個々の特定事業者の
紙製容器包装の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

0.02428

0.04603

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.04762

⑤

0.04680

0.04048

0.04845

0.04855

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.03399

0.02503

0.03731

0.03717

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

１５．０円/kg

用途

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

①

容
　
器

0.04212

0.03641

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

前事業年度において販売
した商品に用いた特定容
器包装の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器包装の量

(kg)
③

0.04856

0.04855

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

容
　
器

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価
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再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑦=再商品化実施委託単価

0.04663

0.04647

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

簡易算定方式
＝ × ÷ １，０００÷ １，０００※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器包装の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者

への委託により回収した特定容器包装の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定
係数は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています

紙製容器包装 利用事業者用

申込用紙２－紙－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

特定事業者コード

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

特定事業者名

0.00026

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

0.00120

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00125

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.00014

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.00027

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

１５．０円/kg

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価

（１円未満切り捨て）

容
　
器

用途

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し

た特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

個々の特定事業者の
紙製容器の排出見込

量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量
から回収量を控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

容
　
器

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

前事業年度において
製造等をして当該事業
において用いられた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

0.00018

0.00026

0.00143

0.00156

⑤

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し

た特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

0.00143

0.00164
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１５．０円/kg

前事業年度において
製造等をして当該事業
において用いられた

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

①

用途

⑦=再商品化実施委託単価

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.00020

0.00016

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

0.00106

0.00011

0.00120

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

簡易算定方式

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用紙製容器

申込用紙２－紙－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

特定事業者名

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者コード

用途
再商品化実施委託料金(円）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

⑥×⑦＝再商品化実施委託料金

１２．０円/kg

0.03822

（１円未満切り捨て）

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

個々の特定事業者の
紙製容器包装の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

0.02475

0.04668

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.04826

⑤

0.04775

0.04344

0.04914

0.04950

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.03458

0.02675

0.04061

0.03545

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

１２．０円/kg

用途

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

①

容
　
器

0.04297

0.03695

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

前事業年度において販売
した商品に用いた特定容
器包装の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器包装の量

(kg)
③

0.04940

0.04926

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

容
　
器

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価
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再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑦=再商品化実施委託単価

0.04778

0.04727

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

簡易算定方式
＝ × ÷ １，０００÷ １，０００※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器包装の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者

への委託により回収した特定容器包装の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定
係数は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています

紙製容器包装 利用事業者用

申込用紙２－紙－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

特定事業者コード

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

特定事業者名

0.00024

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

0.00116

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00151

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.00012

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.00029

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

１２．０円/kg

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価

（１円未満切り捨て）

容
　
器

用途

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し

た特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

個々の特定事業者の
紙製容器の排出見込

量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量
から回収量を控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

容
　
器

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

前事業年度において
製造等をして当該事業
において用いられた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

0.00027

0.00024

0.00133

0.00135

⑤

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し

た特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

0.00133

0.00151
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１２．０円/kg

前事業年度において
製造等をして当該事業
において用いられた

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

①

用途

⑦=再商品化実施委託単価

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.00020

0.00023

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

0.00128

0.00011

0.00110

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

簡易算定方式

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用紙製容器

申込用紙２－紙－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）
年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

2

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑦=再商品化実施委託単価

0.04603

0.04604

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

0.04785

0.04797

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

容
　
器

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価

用途

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

①

容
　
器

0.04194

0.03598

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

前事業年度において販売
した商品に用いた特定容
器包装の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器包装の量

(kg)
③

0.03914

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

１３．０円/kg

0.04781

0.04785

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.03828

0.02360

0.04143

0.02632

0.04542

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.04663

⑤

0.04659

0.04197

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

個々の特定事業者の
紙製容器包装の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

用途
再商品化実施委託料金(円）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

⑥×⑦＝再商品化実施委託料金

１３．０円/kg

0.03630

（１円未満切り捨て）

令和

特定事業者名

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者コード

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

簡易算定方式

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器包装の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者
への委託により回収した特定容器包装の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定
係数は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています

紙製容器包装 利用事業者用

申込用紙２－紙－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計 ⑦=再商品化実施委託単価

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.00015

0.00029

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

0.00146

0.00013

0.00091

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し

た特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

0.00141

0.00141

2

１３．０円/kg

前事業年度において
製造等をして当該事業
において用いられた

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

①

用途

0.00039

0.00031

0.00141

0.00127

⑤

容
　
器

用途

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し

た特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

個々の特定事業者の
紙製容器の排出見込

量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量
から回収量を控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

容
　
器

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

前事業年度において
製造等をして当該事業
において用いられた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

１３．０円/kg

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価

（１円未満切り捨て）※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.00013

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.00024

⑤

特定事業者名

0.00031

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

0.00096

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00172

令和

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

特定事業者コード

用途別再商品化義務量
自主算定係数

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

簡易算定方式
＝ × ÷ １，０００÷ １，０００※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への

委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用紙製容器

申込用紙２－紙－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）
年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

令和

特定事業者名

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者コード

用途
再商品化実施委託料金(円）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

⑥×⑦＝再商品化実施委託料金

１６．０円/kg

0.03707

（１円未満切り捨て）

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

個々の特定事業者の
紙製容器包装の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

0.02607

0.04474

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.04596

⑤

0.04639

0.03906

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.03798

0.02224

0.04076

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

１６．０円/kg

0.04710

0.04740

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

前事業年度において販売
した商品に用いた特定容
器包装の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器包装の量

(kg)
③

0.03816

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

容
　
器

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価

用途

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

①

容
　
器

0.04176

0.03784

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

3

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑦=再商品化実施委託単価

0.04529

0.04489

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

0.04748

0.04731

自主算定方式

簡易算定方式
※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器包装の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者
への委託により回収した特定容器包装の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定
係数は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています

紙製容器包装 利用事業者用

申込用紙２－紙－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）
年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

令和

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

特定事業者コード

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

特定事業者名

0.00045

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

0.00078

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00177

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.00016

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.00026

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

１６．０円/kg

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価

（１円未満切り捨て）

容
　
器

用途

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し

た特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

個々の特定事業者の
紙製容器の排出見込

量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量
から回収量を控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

容
　
器

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

前事業年度において
製造等をして当該事業
において用いられた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

0.00036

0.00045

0.00154

0.00152

⑤

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し

た特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

0.00154

0.00160

3

１６．０円/kg

前事業年度において
製造等をして当該事業
において用いられた

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

①

用途

⑦=再商品化実施委託単価

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.00020

0.00027

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

0.00151

0.00015

0.00078

自主算定方式

簡易算定方式 ※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用紙製容器

申込用紙２－紙－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）
年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

令和

特定事業者名

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者コード

用途
再商品化実施委託料金(円）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

⑥×⑦＝再商品化実施委託料金

１４．０円/kg

0.03835

（１円未満切り捨て）

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

個々の特定事業者の
紙製容器包装の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

0.02420

0.04817

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.04712

⑤

0.04729

0.04241

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.03400

0.02493

0.04128

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

１４．０円/kg

0.04817

0.04839

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

前事業年度において販売
した商品に用いた特定容
器包装の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器包装の量

(kg)
③

0.03192

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

容
　
器

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価

用途

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

①

容
　
器

0.04256

0.04120

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

4

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑦=再商品化実施委託単価

0.04587

0.04559

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

0.04857

0.04847

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

簡易算定方式
＝ × ÷ １，０００÷ １，０００※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器包装の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者

への委託により回収した特定容器包装の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定
係数は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています

紙製容器包装 利用事業者用

申込用紙２－紙－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

令和

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

特定事業者コード

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

特定事業者名

0.00057

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

0.00124

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00188

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.00015

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.00032

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

１４．０円/kg

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価

（１円未満切り捨て）

容
　
器

用途

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し

た特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

個々の特定事業者の
紙製容器の排出見込

量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量
から回収量を控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

容
　
器

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

前事業年度において
製造等をして当該事業
において用いられた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

0.00020

0.00054

0.00237

0.00163

⑤

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し

た特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

0.00237

0.00171

4

１４．０円/kg

前事業年度において
製造等をして当該事業
において用いられた

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

①

用途

⑦=再商品化実施委託単価

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.00026

0.00016

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

0.00160

0.00014

0.00118

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

簡易算定方式 ＝ × ÷ １，０００÷ １，０００※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用紙製容器

申込用紙２－紙－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）
年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

令和

特定事業者名

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者コード

用途
再商品化実施委託料金(円）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

⑥×⑦＝再商品化実施委託料金

２３．０円/kg

0.02285

（１円未満切り捨て）

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

個々の特定事業者の
紙製容器包装の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

0.01696

0.02887

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.02967

⑤

0.02943

0.02522

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.01995

0.01485

0.02554

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

２３．０円/kg

0.03039

0.03083

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

前事業年度において販売
した商品に用いた特定容
器包装の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器包装の量

(kg)
③

0.02035

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

容
　
器

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価

用途

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

①

容
　
器

0.02648

0.02299

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

5

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑦=再商品化実施委託単価

0.02838

0.02907

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

0.03070

0.03066

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

簡易算定方式
＝ × ÷ １，０００÷ １，０００※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器包装の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者

への委託により回収した特定容器包装の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定
係数は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています

紙製容器包装 利用事業者用

申込用紙２－紙－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

令和

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

特定事業者コード

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

特定事業者名

0.00038

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

0.00106

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00116

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.00010

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.00019

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

２３．０円/kg

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価

（１円未満切り捨て）

容
　
器

用途

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し

た特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

個々の特定事業者の
紙製容器の排出見込

量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量
から回収量を控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

容
　
器

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

前事業年度において
製造等をして当該事業
において用いられた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

0.00018

0.00036

0.00217

0.00103

⑤

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し

た特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

0.00217

0.00108

5

２３．０円/kg

前事業年度において
製造等をして当該事業
において用いられた

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

①

用途

⑦=再商品化実施委託単価

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.00014

0.00014

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

0.00099

0.00010

0.00101

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

簡易算定方式 ＝ × ÷ １，０００÷ １，０００※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用紙製容器

申込用紙２－紙－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）
年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

令和

特定事業者名

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者コード

用途
再商品化実施委託料金(円）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

⑥×⑦＝再商品化実施委託料金

２５．０円/kg

0.02143

（１円未満切り捨て）

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

個々の特定事業者の
紙製容器包装の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

0.01852

0.02681

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.02768

⑤

0.02730

0.02214

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.01846

0.01500

0.02361

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

２５．０円/kg

0.02822

0.02850

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器包装の量

(kg)
③

0.01886

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

容
　
器

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価

用途

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

①

容
　
器

0.02321

0.02271

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

6

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑦=再商品化実施委託単価

0.02623

0.02695

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

0.02840

0.02838

前事業年度において販売
した商品に用いた特定容
器包装の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

簡易算定方式
＝ × ÷ １，０００÷ １，０００※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器包装の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者

への委託により回収した特定容器包装の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定
係数は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています

紙製容器包装 利用事業者用

申込用紙２－紙－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

令和

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

特定事業者コード

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

特定事業者名

0.00042

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

0.00098

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00083

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.00013

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.00018

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

２５．０円/kg

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価

（１円未満切り捨て）

容
　
器

用途

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し

た特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

個々の特定事業者の
紙製容器の排出見込

量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量
から回収量を控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

容
　
器

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

前事業年度において
製造等をして当該事業
において用いられた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

0.00025

0.00040

0.00214

0.00098

⑤

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し

た特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

0.00214

0.00103

6

２５．０円/kg

前事業年度において
製造等をして当該事業
において用いられた

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

①

用途

⑦=再商品化実施委託単価

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.00013

0.00019

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

0.00070

0.00011

0.00098

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

簡易算定方式 ＝ × ÷ １，０００÷ １，０００※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用紙製容器

申込用紙２－紙－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）
年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

0.02248

0.02483

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

7

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

0.02692

0.02775

0.02924

0.02921

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

容
　
器

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価

用途

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

①

容
　
器

0.02896

0.02918

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器包装の量

(kg)
③

⑦=再商品化実施委託単価

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

前事業年度において販売
した商品に用いた特定容
器包装の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.01901

0.01630

0.02423

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

２２．０円/kg

0.01942

0.01751

0.02751

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.02856

⑤

0.02810

0.02428

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

個々の特定事業者の
紙製容器包装の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

用途
再商品化実施委託料金(円）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

⑥×⑦＝再商品化実施委託料金

２２．０円/kg

0.02328

（１円未満切り捨て）

令和

特定事業者名

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者コード

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

簡易算定方式
＝ × ÷ １，０００÷ １，０００※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器包装の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者

への委託により回収した特定容器包装の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定
係数は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています

紙製容器包装 利用事業者用

申込用紙２－紙－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計 ⑦=再商品化実施委託単価

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.00020

0.00017

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

0.00071

0.00012

0.00081

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し

た特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

0.00216

0.00096

7

２２．０円/kg

前事業年度において
製造等をして当該事業
において用いられた

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

①

用途

0.00025

0.00042

0.00216

0.00091

⑤

容
　
器

用途

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し

た特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

個々の特定事業者の
紙製容器の排出見込

量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量
から回収量を控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

容
　
器

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

前事業年度において
製造等をして当該事業
において用いられた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

２２．０円/kg

（１円未満切り捨て）

⑦=再商品化実施委託単価

（１円未満切り捨て）※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.00014

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.00029

⑤

特定事業者名

0.00045

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

0.00081

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00089

令和

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

特定事業者コード

用途別再商品化義務量
自主算定係数

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

簡易算定方式 ＝ × ÷ １，０００÷ １，０００※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用紙製容器

申込用紙２－紙－製造等


